
 

 

 

 
 
 
 
 

「何をするかより、どうするか」                         
校長   梶 康子 
  

園芸委員会が育てているマリーゴールドが、色鮮やかなオレンジ色の花をたくさん咲かせています。（全

国都市緑化かわさきフェアの取組に参加しました） 

咲き誇る花々を見ていると、子どもたちのキラキラした笑顔が思い浮かびます。 

26日（土）に開催した運動会では、子どもたちにたくさんの声援を送ってくださり、ありがとうございま

した。いかがだったでしょうか？フォームでのアンケートも続々と寄せられてきております。全てのご意

見・ご感想にお答えすることは難しいのですが、全体に係るいくつかについて、ここに書きたいと思います。 

【椅子に座っての応援】子ども達にとって良かったと多くの意見をいただいた椅子席。必要な応援席のスペ

ースも、昨年とほぼ同じでした。子ども達からも楽だったとの声が聞かれました。 

【保護者立見席】児童用応援席のスペースは昨年と変わらなかったのですが、多くの方から「保護者立ち見

席が狭かった」とのご指摘をいただきました。本来であれば、ご家族 2 名までという縛りもなく、多くの

方々に観戦いただきたい運動会ですが、今井小学校の校庭では、現状混雑が避けられません。校庭の北側（体

育倉庫前付近）は非常に狭く、昨年度も保護者立見席にはしていなかったのですが、児童席後ろ側に入る

方々が続き、結果として、トイレに行く子どもの通路がなかったり、用具の出し入れがスムーズにできなか

ったりするという事態が起きました。今年は、保護者の皆様がルールを守ってくださったおかげで、通路も

確保でき、用具の出し入れも大変スムーズでした。ありがとうございました。白組側の保護者立ち見席は、

通路が狭く、進んだ先の鉄棒前のスペースも広くないため、赤組側に比べて大変ご不便をおかけしました。

２基のテントは、放送機器の関係で大きく場所を移動することが難しいことから、次年度への課題として、

保護者の目線に立ち、せっかくの子ども達の演技が見やすくなるよう、表現の隊形の向きや全力走のスター

トとゴールの位置等、検討を重ねたいと思います。 

【子どもたちの成長と活躍】今井小学校の年間指導計画に乗っ取り、残暑が厳しい９月の気候も踏まえて、

運動会本番までの練習計画を立てて取り組みました。短期間に、よく頑張ったなあと、毎日の練習を見てい

て感心しています。今まで練習してきた成果を思う存分発揮した晴れやかな表情。声を限りに声援を送る姿。

どの子もキラキラと輝いていました。それは演技だけでなく、それぞれの係として自分に課せられた役目を

しっかりと果していた高学年の姿にも表れていました。 

 

 

 

 

 

 この３つのねらいを達成できるよう、各学年それぞれに工夫して、一生懸命に取り組んだ今年の運動会。 

冒頭に掲げたタイトル「何をするかより、どうするか」は、運動会の開会式で、運営委員長の横野さんの

挨拶にあった言葉です。「何をするかより、どうするか。結果より過程が大事」私たち大人が、一つの大き

な行事を通して子どもたちに伝えたかった思い。横野さんの挨拶を聞いて、「先生方が大切に思っているこ

とは伝わっている」そう感じた場面でした。自分が納得する結果に終わるかどうかは自分次第。上手くいか

ないことがあっても、そこからどうするか？！今年の運動会の成果と課題は、しっかりと来年度の運動会に

繋げていきたいと思います。 

最後になりましたが、事前の打ち合わせに始まり朝早くから片付けまでお手伝いいただいた PTA役員・実

行委員の皆様、お集まりいただいた地域の皆様、そして、練習から当日まで、大きな音でご迷惑をおかけし

たであろう近隣の皆様のご理解とご協力に心より感謝申しあげます。 

令和６年 
10月 31日 

No.７ 
 

川崎市立今井小学校 学校だより １１月号 

やさしく たのしく たくましく 

【運動会のねらい】・団結力を高めて、みんなで協力しものごとを達成する。 

         ・勝ち負けにこだわらず、最後まで全力で楽しむ。 

         ・一人一人が積極的に行動できる力を身につける。 

学校の行事では、このよう

に活動のねらいを明確に

し、子ども達にねらった力

が育つよう取り組んでいま

す。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊予定は変わることもあります。 

直前のお便りでもお確かめ下さい。 

１１月の行事予定 お知らせ 

◎校外学習 
今月もいくつかの学年で校外学習が計画されてお

り、学びある学習となるよう準備・計画をしています。
校外学習では、まれに発熱など体調不良を訴えるお子
様がいます。万全な体調で参加ができるように、ご家
庭でも体調管理に 
努めて頂けるようお願いします。当日の体調によっ

ては、無理のないよう判断をお願いします。 
 

◎土曜授業参観（30 日） 
 「土曜授業参観のお知らせ」（10/30 配付）を昨日配
付しています。 

・１・２校時（ 8:50~10:20）➡ １・２・３年生 

・３・４校時（10:35~12:05）➡ ４・５・６年生 

 授業内容は、後日全学年一覧にしてお知らせいたし
ます。 
 
◎希望制教育相談（12 月） 
毎月１回、教育相談日を設けていますが、１２月は

４日間の相談期間を設け、これまでのお子様の成長を
ふり返り、後期残りの学校生活に向けた話し合いがで
きたらと思います。後日、相談希望のお手紙を配付し
ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
◎かわさき子ども権利の日（20 日） 
「川崎市子どもの権利に関する条例」は、2001年４

月から施行されています。学校では、子どもにも大人
と同様に生きていく上での大切な権利や自由がある
ことを、学年に応じて伝えています。子どもたちは高
学年に近づくにつれ、権利や自由を主張するには、義
務やルールも大切だということに気付いていきます。
誰にでも大切な人権があり、大切なものを守っていく
ためには、私たち一人一人がどんなことに気付き、ど
んなことを考え行動したらよいのか、立ち止まって考
える機会にしたいと思います。 

12 /  2（月）振替休日 

12 /  3（火）朝会・委員会活動 

12 /  4（水）【水タイム・全学年 4 時間授業】 

12 /  5（木）移動動物園（1 年）・代表委員会 

12 /  6（金）【全学年 5 時間授業】拡大要請訪問 

12 /  9（月）クラブ活動 

12 / 10（火）【巡】校外学習（3 年・民家園）・ 

3 期引き落し日 

12 / 11（水）【水曜タイム・全学年 5 時間授業】 

フロンターレサッカー教室（4 年） 

12 / 13（金）B5・希望制教育相談① 

      西中原中体験 PM（6 年） 

12 / 16（月）B5・希望制教育相談② 

12 / 17（火）B5・希望制教育相談③ 

12 / 20（金）B5・希望制教育相談④ 

12 / 23（月）B5 

12 / 24（火）B5・朝会・学習終了・給食あり 

      冬休み（12/25～1/7 ） 

1 /  8（水）B4・朝会・学習開始・給食あり【巡】 

1２月の行事予定 

【読】読書の日 【巡】巡回カウンセラー来校日 

★ 校庭開放プロジェクトの日 

ぜひご登録を！ 川崎市の健康事業としての取組

で、歩いて貯めたポイントで子ども

達を応援するスマートフォンアプリ

です。市内任意の学校へポイントを

寄付することができます。ぜひホー

ムページを検索していただき、ご賛

同、ご登録いただけましたら幸いで

す。今井小では今年、子どもたちが

話し合って、体育の授業などで楽し

く活動できるエアボールゲームセッ

ト等を希望しています。 

1 金 ★計測（3・6年）

2 土

3 日 文化の日

4 月 振替休日

5 火 委員会活動・音楽鑑賞教室

6 水
【水曜タイム・全学年4時間授業】

外部講師指導（4年・歌唱）

7 木
★【読】読み聞かせ（2年・学）・代表委員会

校外学習（1年／等々力緑地）予備日13日

8 金 ★校外学習（4年／長沢浄水場）

9 土

10 日

11 月 クラブ活動

12 火 朝会・今井中体験（6年・PM）

13 水 みんなが消防士（3年）

14 木
【水曜タイム・全学年4時間授業】就学時健診・

外部講師指導（4年・歌唱）

15 金
【巡】授業研究会（3-1・3-3・5-2・5-4のみ、

５時間授業）＊それ以外の学級は、4時間授業

16 土

17 日

18 月
きらきらタイム（2・5年）・交流タイム（3・4

年）・6年修学旅行（1日目）

19 火
6年修学旅行（2日目）・給食試食会・子どもの権

利学習派遣事業（CAP／4年の2クラス）

20 水
【水曜タイム・全学年4時間授業】

かわさき子ども権利の日

21 木
★【読】読み聞かせ（3年）・子どもの権利学習派

遣事業（CAP／4年の2クラス）

22 金 ★中原区連合音楽会（4年）

23 土 勤労感謝の日

24 日

25 月
【全学年５時間授業】きらきらタイム（1・6

年）・交流タイム（2・5年）

26 火 校外学習（2年／カワスイ他）

27 水

28 木 ★【読】読み聞かせ（4・6年）・避難訓練

29 金 ★【巡】子どもの権利学習（6年）・教育相談日

30 土
【Bタイム・4時間授業】

土曜授業参観（給食なし）


